


　

▥ 両者は目的・性質が全然違う
緊急事態宣言は、コロナ禍に関わる改正新型イ
ンフルエンザ等特別措置法で規定しているもの。
期間、区域、事案の概要を特定して宣言を出す。
国主導ではないこと、罰則付きの指示は行えない
点が特徴で現在の特措法のもとでは穏当なものと
言える。一方緊急事態条項は、緊急事態における憲
法の原則の例外を定めるもので基本的人権の制限
を許容するもの。① 外部からの武力攻撃、内乱等
による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自
然災害「その他法律で定める」緊急事態において
②（内閣総理大臣は）特に必要があると認めると
き、又は国会による法律の制定をするいとまがな
いと認める特別の事情があるとき、、、等々適用
場面が限定されず、その目的は判然とせず、「そ
の他法律で定める」という文言により時の政権の
恣意的な運用が可能である。
▧ 緊急事態条項は内閣独裁条項
緊急事態条項の重要な柱は、①内閣は法律と同
一の効力を有する政令を制定することができる。
②首相は財政上必要な支出その他の処分を行い
③（首相は）地方自治体の長に対して必要な指示

ができる。④ 何人も、、、措置に関して発せ
られる国その他公の機関の指示に従わなければ
ならない。⑤ 宣言が効力を有する期間衆議院
は解散されず、両議院の議員の任期、選挙期日
の特例を設けることができる等々危険なものば
かりである。
問題点としては、① 本来国民の代表たる国会
議員の審議によって決せられる法律を一部の内
閣（行政）において制定できる（三権分立の侵
害、人権侵害の危険）。② 一部の権力者によ
る恣意的な権限行使の可能性＋独裁化の危険。
③ 総理大臣による恣意的な予算配分、利権の
温床。④ 国民に義務を課すこともできる中、
内閣の任期を延長し続けることができる。
緊急事態条項は、我々市民の最後の砦である
憲法の保障を一時的に除外するものであり権利
制約性の高い手段である。新型コロナ対応で憲
法を変えなければできないというものはなく、
緊急事態宣言と緊急事態条項は全く無関係であ
り、新型コロナ対応（または将来的な疾病対
策）のために緊急事態条項が必要であるという
のは明らかな誤りである。
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　８月１０日 当会主催で「緊急事態宣言と
緊急事態条項どう違うの？」と題して学習
会を開催しました。講師として東葛総合法
律事務所の小川 款弁護士より＜以て非なる
緊急事態「宣言」と「条項」＞を解説いた
だきました。参加者の皆さん相互で積極的
に意見交換が行われ、「宣言」と「条項」
は全く異なることを再認識しました。


